
 

 

 

 

 

 

 

日 時   10月 14日(土)      13:30~(13:00開場) 

会 場   鶴瀬コミュニティセンターホール 

講 師     須藤 紀子 富士見市社会福祉協議会 

                                    成年後見センターふじみ 

参加者   １８  名 
 

46期「行政と市民生活」講座は「人生 80年時代」から「人

生 100年時代」へと超長寿社会を迎える中、「老いを迎え、

どう生き、どう逝くか」をテーマに富士見市の高齢者福祉

政策」と人生 100 年時代の必須知識を取り上げる事としまし

た。 

 

第３回講座は、いつまでも自分らしく暮らしていくために「日

常生活自立支援事業と成年後見制度」について富士見市社会

福祉協議会 成年後見センターふじみより 須藤 紀子氏を

講師として迎え実施された。 

 

講座の内容(サマリー) 

１．本日お話しする内容 

１．制度創設の背景            

２．日常生活自立支援事業について     

３．成年後見制度について 

４．事例 

市民学コース   行政と市民生活」

講座 

 

講師 須藤 紀子氏 

 



２．制度創設の背景 

 

 

３．日常生活自立支援事業について 

日常生活自立支援事業（あんしんサポートねっと） 

１．判断能力が不十分な人であっても福祉サービスの利用が適切にできるように助け、

これに伴う日常的金銭管理を併せ持つ仕組みです。 

２．本人とお住いの地域の社会福祉協議会との契約により開始となります。 

３．認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などに対し、福祉サービスの利用援助 

や日４．常的金銭管理などの援助を行うことにより、地域で自立した生活を送るこ 

とを支援することを目的としています。 

５．対象者 判断能力の不十分な高齢者や知的障害・精神障害のある方 

６．支援内容  ・福祉サービスの利用援助 

・日常生活上の手続き援助 

・日常的金銭管理 

・書類等預かりサービス 

 

対象者・支援内容 

 

専門員と生活支援員の役割① 

 

専門員と生活支援員の役割② 

 

 

４．成年後見制度について 

成年後見制度のはじまり 

 

１．認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方を法律的に保

護し、支えるための制度。 

２．従来の「禁治産・準禁治産者宣告制度」は、判断能力が不十分な方を「禁治産者」

として、財産管理などを制限。禁治産者になるとその事実が公示され、本人の戸籍

に記載されるため、社会的な偏見や差別を生む等の問題があった。 

３．成年後見制度は、平成１２年、ノーマライゼーション、本人の残存能力の活用、自

己決定の尊重の理念のもと、本人の財産と権利を守るために、介護保険制度ととも

にスタート。 

 

富士見市社協  マスコットキャラクター 

うさみん 



そもそも成年後見制度ってなに？ 

 

• 法定後見制度と任意後見制度の２つに分けられる。 

 

 ＜法定後見＞「後見」「保佐」「補助」 

 判断能力の程度に応じた制度を利用できる。 

 家庭裁判所によって選ばれた後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人 

を法的に支援する。 

 

 ＜任意後見＞ 

 本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備え、任  

 後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結んでおくもの。 

 

成年後見人等の仕事とは？ 

①  財産管理 

本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割など財産に関する契約などに

ついての助言や支援。 

②  身上監護 

介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや費用の支払い

など日常生活に関わってくる契約などの支援。 

※身元保証人や医療の同意は成年後見人等はできないので注意！ 

 

成年後見人ができること 

 

成年後見人ができないこと 

 

制度を利用するにはどうすればいい？ 

• 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て。 

＜申立てのできる人＞ 

 本人、配偶者、四親等以内の親族、市区町村長など 

 親、祖父母、子、孫、ひ孫、きょうだい、甥、姪 

 おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子・きょうだい 

 

＜申立てに必要なもの＞ 

戸籍謄本や医師の診断書（成年後見用）、家庭裁判所書式の申立書書類、申立て

手数料、登記手数料など 

 

 



申立てをすると・・・ 

家庭裁判所での審理が開始。 

審理期間は個々の事案によって異なるが、多くの場合は３ヶ月前後となっている。 

家庭裁判所の審判がおり、２週間の抗告期間を経て、登記手続きを完了した上で後見人

等の支援開始となる。 

親族以外でも、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門家や法人、市民後見人など

家庭裁判所が本人にとって最も適切と判断した個人や法人が選任される。 

 

費用について 

申立てにかかる費用は、申立人が負担します。 

法定後見の報酬は、本人の財産等により家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払いま

す。 

（業務に対する後払い） 

報酬の支払いが困難な方に対して、富士見市では報酬助成の制度があります。 

（高齢者福祉課・障がい福祉課） 

任意後見は、契約で決定します。 

 

申立てをする方がいない場合 

• 身寄りがいないなどの理由で申立てをする方がいない判断能力が不十分な高齢者、知

的障害者、精神障害者の保護・支援を図るため、市区町村長に法定後見の開始の審判

の申立権が与えられています。 

• 富士見市では、富士見市成年後見制度利用支援事業実施要綱に基づき、高齢者福祉課、

障がい福祉課で市長申立て手続きを行っています。 

各制度の判断能力の状況 

成年後見センターふじみの取組み 

成年後見センターふじみの主な業務内容 

地域の事例 

 

 

 

 

 

 



講座テキスト 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 安藤隆一 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


